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令和元年 7月例会：次第（令和元年 7 月 27日開催） 

 

１.会長挨拶 

 

２.草津市より「未来ノート」の説明 

 

３.報告事項 

【会員の状況】 令和元年 6 月 

(１)入会者： ・鴨井 和実 先生  済生会滋賀県病院   6月 1日付 

          ・中條 雅子 先生  近畿健康管理センター 6月 1日付 

          ・山中 薫
かおる

子
こ

 先生  草津総合病院      6月 7日付 

 

     退会者：・多賀谷 翠
みどり

 先生  近江徳洲会病院     6月 30日付 

（２）会員の状況（令和元年 6月） 

       Ａ会員：134名、 Ｂ会員：164名、  合計：298名  

 

【総   務   部】 

［総      務］ 

（１）民法の一部を改正する法律の施行について 

平成 29 年 5 月に「民法の一部を改正する法律」が成立し、令和 2 年 4 月 1 日以降に締結される

個人根保証契約に適用される旨通知があった。 

 例えば医療機関に患者が入院し、患者の親族等と医療機関の間で保証契約が締結された際に、そ

の入院費用や院内で事故を起こした時の賠償額等をまとめて保証した場合等、主債務の定め方によ

っては個人根保証契約に該当する場合があることから、必要に応じ、保証契約書のひな形の改定等

の対応が求められるとのことである。（介護保険施設等においても同様） 

  詳細：法務省ホームページを参照 

     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html  

 

（２）健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するＱ＆Ａの改正について 

「健康増進法の一部を改正する法律」（平成30 年法律第78 号。以下「改正法」という。）の施

行に伴う「健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するＱ＆Ａ」が作成され、今般、そのＱ＆

Ａが改正されたとのことである。改正法については、令和２年４月１日の全面施行に向けて、施設

等の類型・場所に応じ段階的に施行されており、本年７月１日に第一種施設の規定にかかる改正法

が施行されたところである。今回の改正法の趣旨を御理解いただき、それぞれの関係施設等が適切

に対応いただくよう協力をお願いしたい。 

[改正の趣旨] 

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
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定の場所を除き喫煙 を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき

措置等について定める。 

【基本的考え方 第１】「望まない受動喫煙」をなくす  

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動

喫煙にさらされることを望まない 者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基

本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 

【基本的考え方 第２】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 子どもなど

20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利

用者となる施設や、 屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 

【基本的考え方 第３】施設の類型・場所ごとに対策を実施  

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違い

や、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度 に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、

掲示の義務付けなどの対策を講ずる。 

  参照：厚生労働省ホームページ 

  ※ 健康増進法の一部を改正する法律の概要 

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf  

※ Ｑ＆Ａ  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000525322.pdf  

 

（３）令和元年度第２期の滋賀県医師会および日本医師会の会費について 

口座振替ではない会員には請求書を8月下旬に送付するので、速やかにお振り込みください。 

口座振替の会員には、8月27日（火）に指定口座から引き落としをさせていただきます。 

 

（４）２０２０年度版医師日記（手帳）の申込みについて 

 例年のとおり日本医師会から医師日記の斡旋案内があったので、必要な会員は下記により各

地域医師会事務局まで申込みいただきたい。 

1. 体  裁  前年度と同様 95×160㎜ 羊皮スウェード（紺色）透明カバー付 

2. 価  格    １冊2,100円 消費税込（今回の申込み以降個人で申請の場合は2,300円） 

3. 申  込  各地域医師会事務局へ現金を添えて申込み 

4. 配布予定  令和元年12月初旬 

  ※医師会事務局にて取りまとめますのでご希望の先生は 9月 27日(金)までに事務局まで 

ご連絡ください。 

 

（５）福祉医療費助成事業(被用者保険分)にかかる請求事務の見直しについて 

（総務資料 1）ｐ.1 

 

（６）第 18回「杉田玄白賞」の募集について             （総務資料 2）ｐ.6 

 

（７）医師会主催の研修会への託児サービス併設費用補助について    （総務資料 3）ｐ.7 

 

（８）大津市医師会立看護専修学校 令和２年度生徒募集について    （総務資料 4）ｐ.8 

 

（９）滋賀県医師会役員の改選について               （総務資料 5）ｐ.9 

 

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000525322.pdf
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（10）ポスターを用いた蚊媒介感染症並びにダニ媒介感染症の予防啓発及び対策の推進に

ついて                            （総務資料 6）ｐ.11 

 

（11）夏休みの海外渡航者に対する感染症予防啓発について        （総務資料 7）ｐ.14 

 

（12）平成 31 年度(令和元年度)要保護及び準要保護児童生徒に係る医療券による治療に

ついて(依頼)                           （総務資料 8）ｐ.16 

 

（13）第 3 回「薬剤耐性(AMR)対策普及啓発活動表彰」の取組事例の厚生労働大臣表彰の

募集について                          （総務資料 9）ｐ.22 

 

（14）救急病院を定める省令に基づく救急病院の告示について(通知)   （総務資料 10）ｐ.26 

   ・公立甲賀病院、甲賀市立信楽中央病院 

 

（15）妊婦健康診査にかかる委託料等について(通知)          （総務資料 11）ｐ.30 

 

（16）令和元年度 近畿医師会連合・大阪府医師会共催 産業医基礎研修会(前期研修)の開

催について                         （総務資料 12）ｐ.34 

  

（17）滋賀県発行「難病社会資源ガイド」について            （総務資料 13）ｐ.38 

   データを県 HPに掲載しているので参照ください。 

   URL:http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/15360.html                            

 

（18）ＨＩＶ養成判定時の派遣カウンセラー制度について(お知らせ)   （総務資料 14）ｐ.40 
 

（19）「びわ湖あさがおネット」における医療情報開示について(協力依頼) 
（総務資料 15）ｐ.43 

 

（20）日本緩和医療学会主催「緩和ケアおよび精神腫瘍学指導者研修会」のご案内 
（総務資料 16）ｐ.49 

 

（21）人に感染する病気に罹患している児の乳幼児健診受診について（総務資料 17）ｐ.54 

 

（22）「教育のつどい 2019」の開催に伴う大規模な交通規制について（びわこ薬剤師会 

からの情報提供）                    （総務資料 18）ｐ.55 
   8月 16 日(金)～18日(日)栗東芸術文化会館さきら周辺 

 

（23）プレミアム付き商品券取扱店の募集について(周知依頼)     （総務資料 19）ｐ.59 
   医療機関の取扱い可。詳細は草津市：草津市健康福祉部、栗東市：栗東市商工会。 

 

（23）令和元年度医療安全管理研修会（医療事故未然防止研修会）について 
   令和元年 10月 31日（木）14 : 00～16 : 00 栗東芸術文化会館さきら 

 

（24）事務局のお盆の期間の休業について 
   令和元年 8月 14日(水)～18 日(日)はお休みさせて頂きます。 

http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/15360.html
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【学  術  部】 

［医  療  安  全］ 

（１）医薬品の「使用上の注意」の改訂について【日医常任理事通知（法安 36）】 

     下記医薬品の使用上の注意事項が改訂された。詳細は、厚生労働省のホームページに掲載さ

れているのでご確認いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00001.html  

☆令和元年 6月 4日付け 

①エレトリプタン臭化水素酸塩、ゾルミトリプタン、ナラトリプタン塩酸塩、リザト

リプタン安息香酸塩 

②スマトリプタン、スマトリプタンコハク酸塩(経口剤)、スマトリプタンコハク酸塩

(注射剤)(アンプル) 

③スマトリプタンコハク酸塩(注射剤)(キット) 

④アベルマブ(遺伝子組換え) 

⑤ニボルマブ(遺伝子組換え) 

⑥ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) 

⑦バロキサビルマルボキシル 

 

（２）高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））について 

 【日医常任理事通知（法安 43）（介 42）】 

   今般、同指針の各論編（療養環境別）が取りまとめられたので、詳細は厚生労働省のホーム

ページにてご確認いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05217.html  

 

（３）医療事故情報収集等事業「医療安全情報 No.151」について 

   2018 年に報告書で取り上げた医療安全情報 

2018 年に公表した医療事故情報収集等事業 第 52回～第 55回報告書の「再発・類似事例

の分析」で取り上げた医療安全情報のタイトルと主な事例を紹介されているのでご留意願い

たい。 

・No.19：未滅菌の医療材料の使用（第 52回） 

・No.71：病理診断報告書の確認忘れ（第 55回） 

・No.85：移動時のドレーン・チューブ類の偶発的な抜去（第 53回） 

・No.102：口頭指示の解釈間違い（第 55回） 

・No.104：腫瘍用薬処方時の体重間違い（第 54回） 

・No.111：パニック値の緊急連絡の遅れ（第 53回） 

    ☆日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業」のページ 

      http://www.med-safe.jp/  

     [発出元：滋賀県健康医療福祉部医療政策課 令和元年 6月 24日付(滋医政第 683号)] 

 

（４）医薬品の「使用上の注意」の改訂について 【日医常任理事通知（法安 46）】 

下記医薬品の使用上の注意事項が改訂された。詳細は、厚生労働省のホームページに掲載

されているのでご確認いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00001.html  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05217.html
http://www.med-safe.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124_00001.html
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☆令和元年 6月 18日付け 

①メトホルミン塩酸塩（１日最高投与量が 2,250㎎である製剤） 

②メトホルミン塩酸塩（１日最高投与量が 750㎎である製剤） 

③アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩 

④アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩 

⑤ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩 

⑥ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 

 

（５）抗コリン作用を有する薬剤における禁忌「緑内障」等に係る添付文書の「使用上の

注意」の改訂について 【日医常任理事通知（法安 47）】 
     今般、抗コリン作用を有する薬剤における禁忌「緑内障」等に係る添付文書の使用上

の注意事項が改訂された。詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されているので
ご確認いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204128_00002.html  

 

（６）ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌、悪性

黒色腫、頭頸部癌、腎細胞癌、古典的ホジキンリンパ腫、胃癌及び悪性胸膜中皮腫)

の一部改正について 【日医常任理事通知（地 99）】 

     ニボルマブ（遺伝子組換え）製剤の添付文書の使用上の注意が改められたことに伴い、当該

ガイドラインが一部改正されたのでご留意願いたい。詳細は、医薬品医療機器総合機構のホー

ムページに掲載されているのでご確認いただきたい。 

医薬品医療機器総合機構ホームページ参照 

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0028.html    

 

（７）アジスロマイシン水和物点眼剤の使用に当たっての留意事項について 

【日医常任理事通知（法安 43）（介 42）】 

   今般、アジスロマイシン水和物点眼剤（販売名：アジマイシン点眼液１％。以下「本剤とい

う」。）について、適応菌種「アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球

菌、コリネバクテリウム属、インフルエンザ菌、アクネ菌」、適応症「結膜炎、眼瞼炎、麦粒

腫、涙嚢炎」を効能又は効果として製造販売が承認された。これに伴い、本剤の投与期間は、

「用法及び用量」の欄において、結膜炎については 7日間、眼瞼炎、麦粒腫及び涙嚢炎につい

ては 14 日間とされた。 

  本剤の投与に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、用法及び用量を遵守するよう患者に十

分指導していただくなど適切な対応をいただくようご留意願いたい。 

 

（８）麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び

向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令の公布について【日医常任理事通知（地 132）】 

 本件は、麻薬等に関する 3 つの国際条約に基づき、国連事務総長による計 12 物質に対する対

応が通告されたことにより、国内においても下記物質及びその塩類が新たに麻薬等として指定さ

れたのでご留意願いたい。 

①Ｎ―(１―アミノ―３, ３―ジメチル―１―オキソブタン―２―イル)―１―(シクロヘキシ
ルメチル)―１Ｈ―インダゾール―３―カルボキサミド及びその塩類 
（通称：ADB-CHMINACA） 
②Ｎ―(１―アミノ―３, ３―ジメチル１―オキソブタン―２―イル)―１―(４―フルオロベ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204128_00002.html
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0028.html
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ンジル)―１Ｈ―インダゾ―ル３―カルボキサミド及びその塩類 
（通称：ADB-FUBINACA） 
③２―エチルアミノ―１―(３, ４―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―１―オン及びそ
の塩類 
（通称：N-Ethylnorpentylone, ephylone, bk-EPDP） 
④１―(４―シアノブチル)―Ｎ―(２―フェニルプロパン―２―イル)―１Ｈ―インダゾ―ル 
３―カルボキサミド及びその塩類 
（通称：CUMYL-4CN-BINACA, 4-cyano CUMYL-BUTINACA, SGT-78） 
⑤Ｎ―(１―フェネチルピペリジン―４―イル)―Ｎ―フェニルシクロプロパンカルボキサミ
ド及びその塩類 

（通称：Cyclopropylfentanyl） 
⑥Ｎ―(４―フルオロフェニル)―Ｎ―(１―フェネチルピペリジン―４―イル)ブタンアミド
及びその塩類 

（通称：4-FBF, p-FBF, p-fluorobutyrylfentanyl, p-fluorobutyrylfentanyl） 
⑦Ｎ―(２―フルオロフェニル)―Ｎ―(１―フェネチルピペリジン―４―イル)プロパンアミ
ド及びその塩類 

（通称：2-Fluorofentanyl, ortho-fluorofentanyl, o-fluorofentanyl） 
⑧メチル＝２―[１―(４―フルオロベンジル)―１Ｈ―インダゾ―ル３―カルボキサミド]―
３―メチルブタノア―ト及びその塩類 

（通称：FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA） 
⑨２―メトキシ―Ｎ―(１―フェネチルピペリジン―４―イル)―Ｎ―フェニルアセトアミド
及びその塩類 

（通称：Methoxyacetylfentanyl） 
＜麻薬向精神薬原料、特定麻薬向精神薬原料に指定＞ 
①メチル＝２―メチル―３―(３, ４―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―２―カル
ボキシラ―ト及びその塩類 

（通称：3, 4-MDP-2-P methyl glycidate, PMK glycidate） 
②２―メチル３―(３, ４―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―２―カルボン酸及び
その塩類 

（通称：3, 4-MDP-2-P methyl glycidic acid, PMK glycidic acid） 
 

【保  検  部】 

 (1) 解散した健康保険組合の 7月請求分以降の取扱いについて 
【社保支払基金滋賀支部事務連絡】（県医師会報 7月号 30 ページに掲載済） 

 

 (2) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 【日医発第 303号（保 66）】 

（概要は県医師会報 7 月号 33～34ページに掲載済）（詳細は日医雑誌８月号に掲載予定）  
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナ

ーに掲載済 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/  

 

 (3) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 【日医発第 376号（保 79）】 

（概要は県医師会報 8 月号に掲載予定）（詳細は日医雑誌 9月号に掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー

に掲載済 

 

 (4)「サイラムザ点滴静注液 100mg及び同 500mg」及び「リムパーザ錠 100mg及び同 15 0mg」

の保険適用上の取扱いに関する留意事項の一部改正等について 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
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【日医発第 351 号(保 71)】 

    （概要は県医師会報 7月号 35 ページに掲載済） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー

に掲載済 

 
 (5) 抗 PCSK9 抗体製剤（レパーサ皮下注）に係る最適使用推進ガイドラインの改訂に伴

う留意事項の一部改正について 【日医発第 352 号(地 123)(保 72)】 

    （概要は県医師会報 7月号 36～38ページに掲載済） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」のコーナー

に掲載済 

 

 (6) 検査料の点数の取扱いについて 【日医発第 372号（保 75）】 

    （新たに保険適用が認められた検査 −令和元年 7月 1 日適用−） 

    （県医師会報 8月号に掲載予定）（日医雑誌 9 月号に掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・医療 

    機器等」のコーナーに掲載済 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/  

 

(7) 医療機器の保険適用について（7 月 1 日保険適用分）及び「医療機器の保険適用に

ついて」の一部訂正について 【日医発第 374号（保 77）】【日医事務連絡（保 78）】 
 
 (8)「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正につい

て（新たに機能区分及び保険償還価格等が設定された医療機器−令和元年 7 月 1 日適

用−） 【日医発第 373号（保 76）】 

（日医雑誌 9月号に掲載予定） 
 

   ※厚生労働省ホームページに掲載済 

     https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190701S0030.pdf   
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・医療 

機器等」のコーナーに掲載済 

 
 (9) 診療報酬請求書（8月提出分）の受付期間について 

    ・8月 10 日は土曜日であるが、社保、国保ともに事務所を開所してレセプトの受付を行う 

     ※診療報酬請求書等の提出日は、請求省令により１０日と定められているが、可能であれば９日

以前の早期提出にご協力願いたい 

 
(10) 令和元年度 滋賀県後期高齢者医療被保険者証の更新について 

（県医師会報 7 月号 48～49 ページに掲載済） 

   ・令和元年度被保険者証の色：びわ色（薄橙色） 

   ・8月 1 日以降にうぐいす色（薄緑色）の被保険者証を持参した患者は保険診療を受けることができ

ないのでご注意いただくとともに、患者に新しい被保険者証を持参するように伝えていただきたい 

 

(11) 滋賀県国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の一体化について 

（県医師会報 7 月号 41ページに掲載済） 

   ・従来、70～74 歳の国保被保険者の方に、被保険者証と別に交付されていた「国民健康保険高齢受

給者証」は、本年８月以降は「被保険者証兼高齢受給者証」として被保険者証と一体化したもの

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190701S0030.pdf


 
 

8 

に切り変わるので、窓口においてはご留意いただきたい 

   ・医療費の自己負担割合は「性別」の下に記載されている 

   ・国保連合会から送付されている患者向け周知用ポスター（A3 版カラー）も掲示いただきたい 

 

(12) 長期投与について 

    （県医師会報 7月号 42ページに掲載済） 

    ・「１回 14日分を限度」とされている医薬品を、必要最小限の範囲で、１回 30日分を限度に投与し

て差し支えないのは、①海外への渡航、②ゴールデンウィーク、③年末年始のときだけであり、

お盆休みや国内旅行は該当しない 

    ・①〜③の理由で 14 日分を超えて投与する場合には、診療報酬明細書の摘要欄、あるいは院外処方

せんの備考欄に投与した理由（「海外旅行につき」など）を記載すること 

 
(13) 令和元年度 施設基準等の届出状況等の定例報告等について 

（県医師会報 7 月号 42ページに掲載済） 

 ※該当医療機関のみ 

    ・報告期限：令和元年 7月 31 日(水) 

    ・報告先、問合せ先： 

      近畿厚生局滋賀事務所 審査課  TEL 077-526-8114 

 

〔その他〕 

(14) 再診料に係る地域包括診療加算・認知症地域包括診療加算及び地域包括診療料・認

知症地域包括診療料の施設基準にある『慢性疾患の指導に係る適切な研修』の要件

について 

    ※標記施設基準にある『慢性疾患の指導に係る適切な研修
注)

』の要件については、前回の施設基

準届出時から２年毎に当該研修を受講したことを証明する書類を近畿厚生局滋賀事務所へ提出

する必要があるので、前回 H29 年 9 月 1 日付け算定開始で届出受理されている医療機関にあっ

てはご留意願いたい 

    ※注）日本医師会生涯教育制度に係る研修であり、２年間で通算 20時間以上の受講が必要 

20 時間の講習の中には、カリキュラムコードとして 29 認知能の障害、74高血圧症、75

脂質異常症、76 糖尿病を含んでおり、それぞれ１時間以上の研修（座学）を受講しなけ

ればならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に

関する内容が適切に含まれていなければならない 

    ☆「研修修了に関する届出」が３回目以降となる医療機関は、平成 30 年 7 月 10 日付け「疑義解釈

資料（その５）」の問４も確認のこと 

★研修要件を満たせない場合は辞退の届出を提出する 

 

【公 衆 衛 生 部】 

［地  域  保  健］ 
（１）エボラ出血熱に係る注意喚起について 

コンゴ民主共和国北キブ州およびイツリ州の両州において 2,000 名を超える患者が発生し、

令和元年 6月 11日、世界保健機関（WHO）より、コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発

生が隣国のウガンダ共和国においても確認されたと発表されたことから、厚生労働省から情報

提供ならびに周知方依頼の連絡があった。 

本連絡では、医療機関に対して、発生地域であるコンゴ民主共和国北キブ州およびイツリ州

ならびにウガンダ共和国カセセ県に渡航された方が受診した場合には、エボラ出血熱を念頭に
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置いた診療を行うようお願いしているので留意願いたい。 

 

（２）「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を受けたエボラ出血熱に係る

協力依頼について                  （公衆衛生資料 1）ｐ.69 

 

（３）風しんの追加的対策に係る手引き（第３版）について 

   標記、手引きが改正されましたので、厚生労働省および日本医師会のホームページで確認

をお願いいたします。 

 主な改正点 

【手引き】  

１．年度途中で集合契約に参加した実施機関における抗体検査および定期接種の実施可能日、請求

可能時期（P8）  

実施可能日：当該施設が委任状を提出した日以降であれば、クーポン券を活用した抗体検査

および定期接種を実施できる。  

請求可能時期：厚生労働省HPに実施機関として掲載されたことを確認後、請求を行う。 

２．委任状に記載した内容に変更が生じた場合の情報更新（P8） 

スムーズな請求・支払を可能とするため、医療機関コードまたは受託範囲等、届出内容に変

更が生じた場合、以下の要領によりその旨を届け出る必要がある。  

（１）変更が生じた場合、医療機関は、随時、その旨を郡市区医師会等に連絡する。  

※連絡方法は地域ごとの運用で構わない。  

（２）郡市区医師会、都道府県医師会等は、当該施設の情報を日本医師会に連絡する。 

３．医療機関コードを有していない施設の集合契約の参加方法（P17）  

（１）老健施設や企業内医務室など、医療機関コードを有していない施設は、委任状の医療機

関コード欄にその旨を明記した上で、とりまとめ団体に委任状を提出する。  

（２）郡市区医師会、都道府県医師会は、日本医師会に提出する実施機関一覧表の医療機関コ

ード欄に「医療機関コードなし」と記載する。  

（３）国保中央会によりコード採番後、所在地の国保連合会より当該施設に１０桁コードの通

知がなされる。  

（４）当該施設より国保連合会に必要書類を提出することにより、本集合契約に係る請求・支

払が可能となる。 

４．風しんの抗体検査を行わない場合の受診票の取扱い（P21）  

平成２６年４月１日以降の抗体検査の結果、抗体陰性であることが確認できた場合又は何ら

かの事情により抗体検査を実施しない場合は、受診票の作成、送付は不要である。 

５．集合契約における定期接種に使用するワクチン（P29）  

集合契約においてはMRワクチンのみを使用する。また、風しん単独ワクチンを使用して定期

接種を行う（行った）場合は、予め請求先市区町村に相談する。 

６．Ｑ＆Ａ（P43～53）の修正、追加  

   厚生労働省 （医療機関・健診機関向け手引き） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00003.html   

   日本医師会 

    http://www.med.or.jp/doctor/kansen/rubella/008503.html  

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00003.html
http://www.med.or.jp/doctor/kansen/rubella/008503.html
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【産 業 保 健 部】 

［産 業  保  健］ 

(１) 事業場における労働者の健康情報等の取扱いについて 

厚生労働省が平成 31 年 3 月に「事業場における労働者の健康情報等の取扱い規程を策定する

ための手引き」を作成したので、活用されたい。 

   ※厚生労働省ホームページ 

   https://www.mhlw.go.jp/content/000497966.pdf    

 

（２）「医師看護師等の宿日直許可基準」及び「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え

方」等について 

宿日直許可基準および研鑽に係る労働時間について、本年 3月に取りまとめられた「医師の働

き方改革に関する検討会報告書」を踏まえ、その考え方が示された。 

宿日直については、特殊の処置を必要としない軽度または短時間の業務として、⑴医師が、少

数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や看護師等に対する指示、確

認を行うこと、⑵医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間において、少数の軽症

の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等

に対する指示、確認を行うこと、といった具体的例示が示された。更に、宿日直の許可は、一つ

の病院、診療所等において、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って与えることがで

きる、とされている。 

研鑽については、医師の自主性を重視しつつも、研鑽かどうかの判断が適切に行われるよう、

⑴一般診療における新たな知識、技能の習得のための学習、⑵博士の学位を取得するための研究

及び論文作成や、専門医を取得するための症例研究や論文作成、⑶手技を向上させるための手術

の見学、といった類型を示し、それぞれの判断基準を明確にしている。また、その適切な運用確

保のため、医療機関ごとに、研鑽に対する考え方、労働に該当しない研鑽を行うために所定労働

時間外に在院する場合の手続、労働に該当しない研鑽を行う場合には診療体制に含めない等の取

扱いを明確化し、書面等に示すこととされている。 

参考 

① 医師、看護師等の宿日直許可基準について 

(基発 0701第 8号 厚生労働省労働基準局長発都道府県労働局長宛文書) 

② 医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について 

(基発 0701第 9号 厚生労働省労働基準局長発都道府県労働局長宛文書) 

③ 医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に

当たっての留意事項について 

(基監発 0701第 1号 厚生労働省労働基準監督課長発都道府県労働基準部長宛文書) 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000526011.pdf  

 

５.講演会・研修会等のご案内                   （総務資料 20）ｐ.76 

 

６.当医師会 8月の行事予定表                   （総務資料 21）ｐ.78 

 

７.7 月以降の行事予定表                     （総務資料 22）ｐ.79 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000497966.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000526011.pdf
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☆★☆ 医協連絡事項 ☆★☆ 
 

1．「休業補償保険」の更新および新規加入のご案内 

万一の就業不能に備える保険として、多くの先生方にご加入いただいております休業補

償保険制度（団体所得補償保険・団体長期障害所得補償保険・休業損失補償保険・従業員

休業補償）が 10 月 1 日に満期更新を迎えます。8 月下旬に、「新規加入のご案内」・「更新

のご案内」を郵送にてご案内いたします。 

 また、昨年、甚大な被害を及ぼした自然災害による休診時の備えもあわせてご検討くだ

さい。 

 内容につきましては、医協ニュース７月号にて掲載しておりますのでご確認ください。 

 
2．海外旅行保険のご案内 

 海外旅行をご予定の方は、海外旅行保険のお申込みもお忘れのないようにご準備くださ

い。 

海外旅行保険は、病気やケガによる治療費だけでなく、持ち物の盗難、航空機の遅延・欠

航時における交通費や宿泊費など幅広い補償があります。お申込みもネットで簡単にご加

入いただけます。 

医協 HPの「新・海外旅行保険 インターネットサービス」をご確認ください。 
 

３．おまとめＤＭ「医師協スクエア」のご案内 

お得な情報満載の情報発信ツール「医師協スクエア」を 7 月末にお届けいたします。キャ

ンペーンのご案内やご好評をいただいております一般雑誌の定期購読、カーライフサポー

トのご案内など組合員にとってメリットとなる情報をお届けしております。ぜひこの機会

にご利用下さい。 

 

４．事務局休業のお知らせ 

この期間は電話受付等、全ての業務をお休みとさせていただきます。 

休業期間：令和元年 8月 10日（土）～8月 18日（日） 

 

「医療用品カタログ GooDs」の取扱いについて 

ご注文日 受付日 

令和元年 8月 9日（金）15時まで 通常受付（当日受付） 

令和元年 8月 9日（金）15時以降 ～ 8月 18日（日） 
令和元年 8月 19日（月）受

付 

令和元年 8月 19日（月）から 通常受付 

・ＷＥＢ注文は連休期間にかかわらず通常どおりご注文いただけます。 

・その他消耗品（用紙類含む）については、令和元年 8 月 7 日（水）までにご注文くださ

い。 

★資料は草津栗東医師会ホームページ会員ページに掲載 

Ａ会員：各自個別のＩＤ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 

Ｂ会員： ID：kusakuri  パスワード：kusakuri2016 
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